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閉　　会
	委員からの主な意見は以下のとおり
【制度改正の動向等について】
⇒成年後見制度は万能ではなく、すべての課題に対応できるものではないため、「成年後見制度だけに頼らない権利擁護」という考え方は重要である。
⇒成年後見制度の民法改正に伴い、第２種社会福祉事業の拡充が検討されており、日常生活支援や各種手続き支援など、後見制度を補完する支援メニューの整備が想定されている。
⇒身寄りのない高齢者の身元保証や死後事務については、過去に不透明な業者によるトラブルもあったことから、社会福祉法人等が適正に実施できる仕組みづくりが進められている。
⇒今後の制度改正では、後見終了時に裁判所が自治体へ意見を求める仕組みが検討されており、自治体や支援機関の役割はこれまで以上に大きくなると考えられる。
⇒「終われる後見」を実現するためには、後見終了後も別の制度につなぐなど、伴走型の支援が重要である。
【制度利用に関する現場の課題】
⇒成年後見制度は地域では十分に定着しておらず、制度の複雑さが利用のハードルになっている。
⇒家庭裁判所への申立てに対する心理的なハードルや、手続きの分かりにくさも利用をためらう要因となっている。
⇒費用負担への懸念もあり、制度利用に踏み切れないケースがある。
⇒制度を利用すると金銭管理などが後見人を通じて行われることとなるため、日常生活への制約を懸念する声がある。
⇒障がいのある方の家族からは、制度の仕組みは理解しているものの、財産管理の制約などを理由に利用に慎重になるケースが多い。
⇒家族による支援体制や金銭管理が適切に行われている場合は問題が少ないが、身寄りのない方については終了後の支援体制に懸念がある。
⇒精神科病院では高齢患者や身寄りのないケースが増加している。
⇒医療機関では身元引受人や保証人を求めることも多く、現場では対応に苦慮している状況がある。
【成年後見支援センターの役割】
⇒センターでは困難案件や調整が難しい案件についても専門相談により対応できている。
⇒終活相談では、亡くなる前の準備や死後の対応に関する相談が多い。頼れる親族がいない場合の対応など、将来に対する漠然とした不安に関する相談が増えている。
⇒成年後見制度は権利擁護の一つの手段であり、成年後見支援センターには相談支援や調整など多様な役割が求められている。
⇒センターの役割が広がる中で、将来的には「権利擁護センター」など、機能を踏まえた名称の検討も必要である。



